
議案第３２号 

 

   東広島市立学校給食センター管理運営規則の一部改正について 

 

東広島市立学校給食センター管理運営規則の一部を改正する規則について、次の

とおり提案する。 

 

令和２年１２月２４日提出 

 

                   東広島市教育委員会 

教育長  津  森     毅 

 

１ 提案理由 

  これまで各学校給食センターで管理していた学校給食費の会計事務を市の一般

会計に移行する学校給食費の公会計化に伴い、給食費の納入などに関する規定の

整備を行うため、この議案を提出するものである。 

 

２ 改正案 

  別紙のとおり。 

 

３ 施行期日 

令和３年４月１日 

 

４ 根拠法令 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

 第１５条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に

属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。 
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東広島市教育委員会規則第 号 

 

東広島市立学校給食センター管理運営規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

 

  令和２年 月 日 

 

東広島市教育委員会 

教育長  津  森     毅    

 

   東広島市立学校給食センター管理運営規則の一部を改正する規則 

 

 東広島市立学校給食センター管理運営規則（昭和５２年東広島市教育委員会規則

第４号）の一部を次のように改正する。 

 第５条を削り、第６条を第５条とし、第７条を第６条とし、第８条を第７条とす

る。 

附 則 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に学校において実施した給

食につき保護者が支払うべき給食費であって施行日の前日までにその支払がされ

ていないもの（施行日以後に市に債権の譲渡がされるものを除く。）の納入につ

いては、なお従前の例による。 
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東広島市立学校給食センター管理運営規則（昭和５２年教育委員会規則第４号）新旧対照表 

新 旧 

○東広島市立学校給食センター管理運営規則 ○東広島市立学校給食センター管理運営規則 

昭和５２年５月１１日 昭和５２年５月１１日 

教育委員会規則第４号 教育委員会規則第４号 

改正 昭和５３年３月８日教委規則第３号 改正 昭和５３年３月８日教委規則第３号 

昭和６３年３月９日教委規則第１号 昭和６３年３月９日教委規則第１号 

平成５年２月１８日教委規則第２号 平成５年２月１８日教委規則第２号 

平成１３年３月２４日教委規則第５号 平成１３年３月２４日教委規則第５号 

平成１５年３月１３日教委規則第２号 平成１５年３月１３日教委規則第２号 

平成１６年１２月２０日教委規則第１０号 平成１６年１２月２０日教委規則第１０号 

平成１９年３月１６日教委規則第４２号 平成１９年３月１６日教委規則第４２号 

平成２１年１０月２２日教委規則第１０号 平成２１年１０月２２日教委規則第１０号 

平成２９年６月２９日教委規則第１０号 平成２９年６月２９日教委規則第１０号 

令和２年３月１７日教委規則第４号 

令和 年 月 日 教委規則第 号 

 

令和２年３月１７日教委規則第４号 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、東広島市立学校給食センター（以下「給食センター」と

いう。）の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、東広島市立学校給食センター（以下「給食センター」と

いう。）の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職員及び職務） （職員及び職務） 

第２条 職員の職は、東広島市教育委員会職の設置に関する規則（平成１９年

東広島市教育委員会規則第４号）及び東広島市教育委員会会計年度任用職員

の任用、勤務時間、休暇等に関する規則（令和２年東広島市教育委員会規則

第３号）に定めるもののほか、広島県教育委員会が任命する栄養に関する職

員とする。 

第２条 職員の職は、東広島市教育委員会職の設置に関する規則（平成１９年

東広島市教育委員会規則第４号）及び東広島市教育委員会会計年度任用職員

の任用、勤務時間、休暇等に関する規則（令和２年東広島市教育委員会規則

第３号）に定めるもののほか、広島県教育委員会が任命する栄養に関する職

員とする。 

２ 前項の栄養に関する職員は、上司の命を受け、学校給食に関する基本計画

への参画、栄養管理、学校給食指導、衛生管理、検食、物資管理、調査研究

等に従事する。 

２ 前項の栄養に関する職員は、上司の命を受け、学校給食に関する基本計画

への参画、栄養管理、学校給食指導、衛生管理、検食、物資管理、調査研究

等に従事する。 

（全部改正〔平成１９年教委規則４２号〕、一部改正〔平成２９年教

委規則１０号・令和２年４号〕） 

（全部改正〔平成１９年教委規則４２号〕、一部改正〔平成２９年教

委規則１０号・令和２年４号〕） 

（業務） （業務） 

 

新 旧 

第３条 給食センターは、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第１条の

目的を達成するため、東広島市立の小学校、中学校及び幼稚園（以下「学校」

という。）における給食調理等の業務を処理するものとする。 

第３条 給食センターは、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第１条の

目的を達成するため、東広島市立の小学校、中学校及び幼稚園（以下「学校」

という。）における給食調理等の業務を処理するものとする。 

２ 給食センターは、その設置の目的を妨げない範囲内で、前項の業務のほか、

東広島市立の保育所及び認定こども園（次条において「保育所等」という。）

の給食調理等の業務を処理することができる。 

２ 給食センターは、その設置の目的を妨げない範囲内で、前項の業務のほか、

東広島市立の保育所及び認定こども園（次条において「保育所等」という。）

の給食調理等の業務を処理することができる。 

３ 給食センターは、前２項の業務の全部又は一部を、給食調理等の業務を行

う者に委託することができる。 

３ 給食センターは、前２項の業務の全部又は一部を、給食調理等の業務を行

う者に委託することができる。 

（一部改正〔昭和６３年教委規則１号・平成１３年５号・１５年２号・

１６年１０号・１９年４２号・２９年１０号・令和２年４号〕） 

（一部改正〔昭和６３年教委規則１号・平成１３年５号・１５年２号・

１６年１０号・１９年４２号・２９年１０号・令和２年４号〕） 

（給食） （給食） 

第４条 学校及び保育所等における給食は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に

関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除き、週５日実

施する。ただし、学校又は給食センターの事情により実施しないことができ

る。 

第４条 学校及び保育所等における給食は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に

関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除き、週５日実

施する。ただし、学校又は給食センターの事情により実施しないことができ

る。 

（一部改正〔昭和６３年教委規則１号・平成５年２号・１９年４２号・

２９年１０号〕） 

（一部改正〔昭和６３年教委規則１号・平成５年２号・１９年４２号・

２９年１０号〕） 

（給食費） （給食費） 

第５条 学校における給食の実施に伴い保護者が負担する給食費は、別に定め

るところにより、学校から市内の金融機関を経由して、給食センターに納入

する。 

第５条 学校における給食の実施に伴い保護者が負担する給食費は、別に定め

るところにより、学校から市内の金融機関を経由して、給食センターに納入

する。 

（一部改正〔昭和５３年教委規則３号・６３年１号・平成１９年４２

号・２９年１０号〕） 

（一部改正〔昭和５３年教委規則３号・６３年１号・平成１９年４２

号・２９年１０号〕） 

（異常事態の処理） （異常事態の処理） 

第５条 給食センターに異常事態が生じたときは、所長は、直ちに教育長に報

告し、その指示によって処理しなければならない。 

第６条 給食センターに異常事態が生じたときは、所長は、直ちに教育長に報

告し、その指示によって処理しなければならない。 

（一部改正〔昭和６３年教委規則１号・平成１３年５号・１９年４２

号・２９年１０号〕） 

（一部改正〔昭和６３年教委規則１号・平成１３年５号・１９年４２

号・２９年１０号〕） 

（安全衛生委員会の設置） （安全衛生委員会の設置） 

第６条 給食センター（５０人以上の職員が勤務するものに限る。）に、次に

掲げる事項を調査審議させるため、安全衛生委員会を置く。 

第７条 給食センター（５０人以上の職員が勤務するものに限る。）に、次に

掲げる事項を調査審議させるため、安全衛生委員会を置く。 

(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 (1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 
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新 旧 

(2) 職員の健康の障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 (2) 職員の健康の障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 

(3) 職員の健康の保持及び増進を図るための基本となるべき対策に関する

こと。 

(3) 職員の健康の保持及び増進を図るための基本となるべき対策に関する

こと。 

(4) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関する

こと。 

(4) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関する

こと。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第

３２号）第２１条各号及び第２２条各号に掲げる事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第

３２号）第２１条各号及び第２２条各号に掲げる事項 

２ 安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項については、教育長が別

に定める。 

２ 安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項については、教育長が別

に定める。 

（追加〔平成２１年教委規則１０号〕、一部改正〔平成２９年教委規

則１０号〕） 

（追加〔平成２１年教委規則１０号〕、一部改正〔平成２９年教委規

則１０号〕） 

（委任） （委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し、必要

な事項は、教育長が別に定める。 

第８条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し、必要

な事項は、教育長が別に定める。 

（一部改正〔昭和６３年教委規則１号・平成１３年５号・１９年４２

号・２１年１０号〕） 

（一部改正〔昭和６３年教委規則１号・平成１３年５号・１９年４２

号・２１年１０号〕） 

附 則 附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５３年３月８日教委規則第３号） 附 則（昭和５３年３月８日教委規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和６３年３月９日教委規則第１号） 附 則（昭和６３年３月９日教委規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１条の次に２条を加える改

正規定中主任に係る部分は、昭和６３年４月１日から施行する。 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１条の次に２条を加える改

正規定中主任に係る部分は、昭和６３年４月１日から施行する。 

附 則（平成５年２月１８日教委規則第２号） 附 則（平成５年２月１８日教委規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成５年２月１日から適用する。 この規則は、公布の日から施行し、平成５年２月１日から適用する。 

附 則（平成１３年３月２４日教委規則第５号） 附 則（平成１３年３月２４日教委規則第５号） 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月１３日教委規則第２号） 附 則（平成１５年３月１３日教委規則第２号） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１２月２０日教委規則第１０号） 附 則（平成１６年１２月２０日教委規則第１０号） 

この規則は、平成１７年２月７日から施行する。 この規則は、平成１７年２月７日から施行する。 

附 則（平成１９年３月１６日教委規則第４２号） 附 則（平成１９年３月１６日教委規則第４２号） 

 

新 旧 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１０月２２日教委規則第１０号） 附 則（平成２１年１０月２２日教委規則第１０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年６月２９日教委規則第１０号） 附 則（平成２９年６月２９日教委規則第１０号） 

この規則は、平成２９年８月１日から施行する。ただし、第１条中第４条の

改正規定、第２条の規定及び第３条の改正規定（別表東広島市嘱託給食配送員

の項を削る改正規定を除く。）は公布の日から、第３条中別表東広島市嘱託給

食配送員の項を削る改正規定は同年９月１日から施行する。 

この規則は、平成２９年８月１日から施行する。ただし、第１条中第４条の

改正規定、第２条の規定及び第３条の改正規定（別表東広島市嘱託給食配送員

の項を削る改正規定を除く。）は公布の日から、第３条中別表東広島市嘱託給

食配送員の項を削る改正規定は同年９月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月１７日教委規則第４号）抄 附 則（令和２年３月１７日教委規則第４号）抄 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則（令和 年 月 日教委規則第 号）抄 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に学校において実施し

た給食につき保護者が支払うべき給食費であって施行日の前日までにその

支払がされていないもの（施行日以後に市に債権の譲渡がされるものを除

く。）の納入については、なお従前の例による。 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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